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4.1　

防
護
の
原
則

勧告の目的 

１)人の健康を防護する 
・放射線による被ばくを管理し、制御することにより、 
 確定的影響を防止し、  
 確率的影響のリスクを合理的に達成できる程度に減少
させる 

２)環境を防護する 
・有害な放射線影響の発生の防止、又は頻度の低減 

勧告の目的（国際放射線防護委員会（ICRP） 2007年勧告）

防護の原則 

　国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告の目的は、｢放射線被ばくに関連して望まし
い人間の努力及び行動を不当に制限せずに、放射線被ばくによる有害な影響から人間
と環境を守るための適正な水準の防護に寄与すること｣ とされています。
　この目的達成には、「放射線被ばくとその健康影響に関する科学的知見は必要な前
提条件ではあるが、防護の社会的・経済的側面にも考慮しなければならず、この点は、
危険の管理に関する他の分野と異なるものではない」と、2007 年勧告には記載され
ています。
　勧告の主目的は、人の健康の防護にありますが、2007 年勧告では、新たに環境を
防護するという目的が追加されました。

本資料への収録日：平成 25 年３月 31 日
改訂日：平成 27 年３月 31 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成27年度版）」 第4章 防護の考え方




